
行政評価制度について

概　　　要 目　　　的：

対　　　象：

評価方法：

評価反映：

評価結果

課　　名 評　価

1 総務課 継続

2 総合政策課 改善

3 自治防災課 継続

4 町民課 改善

5 健康福祉課 充実

6 農林課 充実

7 商工観光課 廃止

8 建設課 継続

9 都市計画課 改善

10 上下水道 継続

11 教育総務課 継続

12 生涯学習課 改善

区　分 継　続 充　実 改　善 統　合 廃　止

事業数 5 2 4 0 1

給食センター施設維持管理事業

公民館講座事業

町が実施している事業の見直しを行い、より効率的で効果的な事業運営をすることにより、行政サービスの向上を図っていこうとするもの

事　　業　　名

知的・精神障害者相談業務

生活習慣病重症化予防対策事業

火の見櫓の計画的撤去

メアリズビル市との交流

職員研修の実施

老朽管更新工事

木造建築物耐震診断助成金交付事業

【1次評価】事業の必要性・有効性・妥当性・効率性の視点から担当課が評価

理　　由

　メアリズビル市との交流を発展させるため、町内立地企業の交流のきっか
けを創出し、人材交流、技術・経済交流の活性化を図る。

　初期の目的を達成している現存の火の見櫓については、老朽化が著しい
ことから、計画的な撤去を進めていく必要がある。

　有害鳥獣による農作物への被害は拡大傾向にあり、人的被害の発生も懸念され
る。捕獲した有害鳥獣の有効活用や協働による事業の推進など被害の減少を見込め
る更なる対策を検討すること。

　障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、基幹支援セン
ターの設置を進めるなど、相談支援体制を充実させること。

　医療費適正化の総合的な推進に関する重要な事業である。今後は地域医療機関と
の連携のほか、受診勧奨後の追跡調査や支援など、医療費の抑制につながる方法
を検討すること。

　火の見櫓は当初の設置目的の役割を終えており、老朽化したものは危険性を伴う。
今後も地元の要請に基づき、計画的に事業を推進すること。

　町民ニーズに合った講座・教室を実施することで、学習機会の拡充を図
る。また、これを契機に仲間づくりが進み、そこから新たなサークル団体や
指導者が生まれることを目的とする。

　老朽管の更新は、町民生活の安全・安心に繋がることから、これからも効率面を考
慮し、計画的に事業を実施すること。

　町の防災力の向上に繋がる有益な事業の一つと考えられることから、町民ニーズの
把握や推進方法の検証を行い、事業内容の見直しを行うこと。

　重要性が高い施設であることから、計画的な修繕に取り組むこと。また、アセットマ
ネジメントの観点から、将来的な大規模改修や設備更新なども考慮し事業推進するこ
と。

　町民の学習機会を提供する重要な事業である。幅広い世代が参加したくなる内容で
の実施を検討すると共に、自主運営につながる新たなサークル団体や指導者が生ま
れるような運営を行うこと。

　有害鳥獣による農作物被害の増加を防ぐため、寄居猟友会への駆除委
託や農作物被害対策事業主体に対する助成制度を実施している。

　町内に店舗や工場、事業所を有する中小企業者の育成及び経営の安定
化を図るため、必要な資金の借入れをしたときの利子に対し補助金を交付
する。

　町内の道路環境を維持するため、補修工事を行う。

　地震に対する木造住宅の耐力を確認し、安全な住宅に整備を促進させる
ため、木造住宅の耐震診断に要した費用の一部を助成する。

　安心・安全な安定した学校給食を提供するための施設、調理機器等の維
持管理、修繕を行う。

本年度（平成30年度）は昨年度（平成29年度）に実施した事業の中から、評価対象を選定

　災害に強いまちづくりに向けて、老朽管の更新を行うもの。

　医療費抑制対策の観点から、糖尿病及び人工透析罹患者の重症化リス
クを減少させるため、未受診者及び治療中断者に対し、受診勧奨を行う。

【2次評価】「行政改革推進会議」において事業ヒアリングを行い、継続・充実・改善・縮小・統合・廃止の区分の中から評価決定

各課は2次評価に基づき、平成31年度以降(*)の事業実施の検討を進めていく（*必ずしも平成31年度当初予算に反映するものではない）

　行政改革推進会議において、12課12事業に対するヒアリングの実施及び2次評価を決定。内容は以下のとおり。

事業の目的、現状等

　職員研修を充実させ、人材育成を図ることを目的に、人づくり広域連合等
で行われる各種研修へ職員を参加させている。

　地域住民の生活に密接にかかわる町道は、必要不可欠なインフラであることから、
計画的に補修を実施していくこと。

　実績が少ないことからこの事業の必要性や有効性は低いと思われる。今後は、新規
受付を終了とし、補助金支払いが終了するまでに利子助成に代わる別の経営支援策
を検討すること。

　事業内容や今後の進め方の検討が必要である。行政主導の交流だけでなく民間と
協働した交流を進める道筋を立てること。

　職員のスキルアップの手段として研修は有効である。職員が積極的に参加できるよ
うな職場環境の整備や受講内容のフィードバックの場づくり等、仕組みを整えること。

有害鳥獣駆除事業

道路環境整備、老朽化路面対策

商工業利子助成事業

　障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言、その他支援な
どを行い、障害者等が自立した生活を営むことができるようにすることを目
的とする。


